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江東区の景観づくりは、平成２年度に立ち上

げた「都市景観懇談会」を皮切りに、平成１０

年に「江東区都市景観条例」を策定し、平成 

１９年には、景観重点地区の第１号として「深

川萬年橋周辺」を指定するとともに、平成２０

年に景観法に基づく景観行政団体となり、現在

の「江東区景観計画」を策定したところです。 

このような状況の中で、亀戸地区と深川門前仲町地区で新たな景観重

点地区を指定するため、両地区の区民代表の方々にご尽力いただき、区

と一体となって景観重点地区の策定作業にあたりました。 

この度、現行の景観計画に新たに指定する 2 地区を加えるとともに、

本計画の一部を時点修正し、景観計画の改定としてお示しするものです。 

「景観づくりは仲間づくり・幸せづくり」と考えています。愛と絆で

培われ、脈々と受け継がれた想いを景観づくりに生かし、これからもず

っと続いてほしい景観、よりよくしたい景観、「和」がまち、「和」が故

郷としてそこに住み、集い、遠くから思いを馳せる人たちの心に残る景

観づくりを、区民・事業者・行政の協働のもとに推進してまいります。 

 

 

 

平成２５年４月 

 

 

 

 

江東区景観計画の策定にあたって 
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